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（盛岡市市税条例の一部を改正する条例） 



財政部 市民税課 

資産税課 

議案第 61 号 

盛岡市市税条例等の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

  地方税法（昭和25年法律第 226号）の改正に伴い，個人市民税を非課税とする者の要件を改め

るとともに，３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率の特例を設けるほか，必要な

規定の整備をしようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 個人市民税関係 

ア 前年において年末調整の適用を受けた給与等を有する者が市・県民税申告書を提出する場

合において，地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）で定める事項については，同令

で定める記載によることができることとする。 

イ 市民税を非課税とする者に，前年の合計所得金額が 135万円以下である単身児童扶養者を

加える。 

ウ イに伴い，給与所得者及び公的年金等受給者が提出する扶養親族等申告書に，これらの者

が単身児童扶養者に該当する場合に記載する事項を加える。 

(2) 法人市民税関係 

  資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人等である内国法人が令和２年４月１日以降

に行わなければならないこととされている地方税関係手続用電子計算処理組織を使用した申告

手続について，災害等により当該申告手続が困難である場合の手続に係る規定の整備を行う。 

(3) 都市計画税関係 

  所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成30年法律第49号）に規定する特

定所有者不明土地を利用して行う地域福利増進事業の用に供する土地等に係る課税標準の特例

が定められたことに伴う規定の整備を行う。 

(4) 軽自動車税関係 

  ア 乗用の３輪以上の自家用軽自動車に対して課する環境性能割の税率を，当該自家用軽自動

車が令和元年10月１日から令和２年９月30日までの間に取得された場合に限り，次のとおり

軽減する。 

区 分 
税  率 

改正前 改正後 

エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以 1.0％ 非課税 

上である等の条件を満たす乗用の３輪以上の自家用軽自動車 

上記以外の乗用の３輪以上の自家用軽自動車  2.0％  1.0％ 
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  イ 平成31年４月１日から令和３年３月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた一定の

環境性能を有する３輪以上の軽自動車に対して課する種別割について，当該指定を受けた日

の属する年度の翌年度に限り，次のとおり軽減税率を適用することとする。 

区 分 
税 率 

自家用 営業用 

３輪 電気自動車等 1,000円 1,000円 

令和２年度燃費基準＋30％達成車 2,000円 2,000円 

令和２年度燃費基準＋10％達成車 3,000円 3,000円 

４輪以上 乗用 電気自動車等 2,700円 1,800円 

令和２年度燃費基準＋30％達成車 5,400円 3,500円 

令和２年度燃費基準＋10％達成車 8,100円 5,200円 

貨物用 電気自動車等 1,300円 1,000円 

平成 27年度燃費基準＋35％達成車 2,500円 1,900円 

平成 27年度燃費基準＋15％達成車 3,800円 2,900円 

※ 軽減税率が適用されない場合の種別割の税率 

区 分 
税 率 

自家用 営業用 

３輪 3,900円 3,900円 

４輪以上 乗用 １万 800円 6,900円 

貨物用 5,000円 3,800円 

ウ 令和３年４月１日から令和５年３月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた一定の

環境性能を有する３輪以上の軽自動車のうち電気自動車等に対して課する種別割について，

当該指定を受けた日の属する年度の翌年度に限り，イの軽減税率を適用することとする。 

３ 施行期日 

(1) ２－(2) 及び(3)  公布の日 

(2) ２－(4) ア及びイ 令和元年10月１日 

(3) ２－(1) ア及びウ 令和２年１月１日 

(4) ２－(1) イ 令和３年１月１日 

(5) ２－(4) ウ 令和３年４月１日 
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建設部 建築住宅課 

議案第 62 号 

盛岡市手数料条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第 112号）の改

正に基づいた，住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設を受け，本市にお

いても平成29年度から当該登録制度を運用してきたが，登録の促進を図ることを目的として，住

宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請手数料及び住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事

業登録事項変更審査手数料を廃止しようとするものである。 

２ 改正の内容 

(1) 別表から住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請手数料及び住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅事業登録事項変更審査手数料を削る。 

(2) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関する事務を指定登録機関に行わせる場合

に(1) の手数料を当該指定登録機関の収入として徴収できる旨の規定を削る。 

３ 施行期日 

公布の日 
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建設部 交通政策課 

 

議案第 63 号 

盛岡市道路の構造の一般的技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

道路構造令（昭和45年政令第 320号）の改正に伴い，車道に自転車通行帯を設けるとともに，

自転車道を設けるべき道路の要件を改めるほか，必要な規定の整備をしようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

(1) 次に掲げる道路（イに掲げる道路においては，安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の

通行を分離する必要がある場合に限る。）には，車道の左端寄りに自転車通行帯（自転車を安

全かつ円滑に通行させるための帯状の車道の部分をいう。以下同じ。）を設けるものとする。 

ア 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道路を除

く。） 

イ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い

第３種若しくは第４種の道路（自転車道を設ける道路及びアに掲げる道路を除く。） 

(2) 自転車通行帯の幅員は 1.5メートル以上とし，地形の状況その他のやむを得ない理由がある

場合においては１メートルまで縮小することができることとする。 

(3) 路肩に自転車の走行空間を確保する場合における当該路肩の幅員を定めた規定を削る。 

 (4) 自転車道を設けるべき道路から第３種第４級及び第５級の道路並びに第４種第３級及び第４

級の道路を除くとともに，自転車道を設けるべき道路の要件に設計速度が１時間につき60キロ

メートル以上であることを加える。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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建設部 建築住宅課 

 

議案第 64 号 

盛岡市市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

市営住宅建替事業の施行に伴い，市営青山三丁目アパート17号館を廃止しようとするものであ

る。 

 

２ 改正の内容 

別表から市営青山三丁目アパート17号館を削る。 

 

３ 施行期日 

令和元年８月１日 

 

参考：位置図（市営青山二・三丁目アパート建替事業） 

次ページのとおり。 
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子ども未来部 子ども青少年課 

議案第  65 号 

盛岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）の改正

に伴い，放課後児童支援員が備えるべき要件を改めようとするものである。 

２ 改正の内容 

  放課後児童支援員が修了していなければならない研修を次のとおり改める。 

【改正前】 都道府県知事が行う研修 

【改正後】 都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252条の19第１項の指定

都市の長が行う研修 

３ 施行期日 

  公布の日 
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市民部 男女共同参画推進室 

議案第  66 号 

盛岡市男女共同参画推進条例について 

１ 制定の趣旨 

男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，基本理念を定め，市，

市民，事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する施策

の基本となる事項を定めようとするものである。 

２ 条例の内容 

(1) 基本理念 

ア 性別等による人権侵害を受けることなく，個人として尊重されること。 

イ 性別等による固定的な役割分担についての意識にとらわれることなく，個性及び能力を発

揮し，自らの意思により多様な生き方を選択できること。 

ウ 性別等にかかわりなく，あらゆる分野における活動方針の立案及び決定に参画する機会が

確保されること。 

エ 性別等にかかわりなく，ワーク・ライフ・バランスを実現することができること。 

オ 性別等に関する理解を深め，妊娠，出産等の性及び生殖に関する個人の意思を尊重し合い，

生涯にわたって安全かつ健康な生活を送ることができること。 

(2) 市，市民，事業者及び教育関係者の責務 

ア 市の責務 

(ｱ) 男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施 

(ｲ) 男女共同参画の推進に関する施策の実施に係る市民，事業者，教育関係者，国及び他の

地方公共団体との連携 

イ 市民の責務 

(ｱ) 男女共同参画についての関心及び理解の深化 

(ｲ) 社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進 

(ｳ) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策への協力 

ウ 事業者の責務 

(ｱ) 事業活動における男女共同参画の推進 

(ｲ) 雇用の分野における均等な機会及び待遇の確保 

(ｳ) 労働者がワーク・ライフ・バランスを実現するための職場環境の整備 

(ｴ) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策への協力 

エ 教育関係者の責務 

(ｱ) 男女共同参画の推進において果たす役割が重要であるとの認識の下での教育の実施 

(ｲ) あらゆる教育の場における男女共同参画についての意識の形成に向けた取組の実施 

(ｳ) 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策への協力 

(3) 禁止事項等 

ア 性別等による人権侵害の禁止 
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イ 性別等による人権侵害に当たる表現又は固定的な役割分担を反映させた表現を用いないよ

うにする努力義務 

(4) 男女共同参画の推進に関する基本体制 

ア 市町村男女共同参画計画の策定及び公表 

イ 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況の公表 

ウ 男女共同参画の推進について全庁横断的に検討するための組織等の必要な体制の整備 

(5) 男女共同参画の推進に関する基本的施策等 

ア 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供 

イ 男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施における基本理念の

配慮 

ウ 男女共同参画の推進のための拠点施設の機能の充実及び活用の促進 

エ 市民，事業者及び教育関係者に対する啓発活動の実施及び推進月間の創設 

オ 教育及び学習の振興及び人材育成のための教育及び研修の機会の充実 

カ 市民等の自発的な活動を促進するための措置 

キ 活動に参画する機会に性別等による格差が生じているとみられる場合の措置 

ク 附属機関の委員の任命又は委嘱における男女の数の均衡 

ケ 災害への対応等における男女共同参画の視点を踏まえた施策の推進 

コ 性別等による人権侵害により困難な状況に置かれている人の支援及び措置 

サ 性別等に対する理解の促進及びその理解の不足に起因する日常生活の支障を取り除くため

の支援 

シ 性別等による人権侵害に関する相談対応 

ス 市が実施する施策に関する苦情の対応 

(6) 盛岡市男女共同参画審議会 

ア 所掌事務 

男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。 

イ 組織 

委員12人以内をもって組織し，委員は，知識経験を有する者，関係団体に属する者及び関

係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。 

ウ 任期 

委員の任期は，２年とする。 

エ 部会 

盛岡市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）に部会を置くことができる。 

オ 招集 

審議会は，市長が招集する。 

カ 庶務 

審議会の庶務は，市民部において処理する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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盛岡市男女共同参画推進条例（案）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ワーク・ライフ・バランスの確保 性と生殖に関する理解と尊重 

政策・方針等決定過程への機会の確保 多様な生き方の選択 人権の尊重 

基本理念 

 

性別及び性的指向並びに性自認等（以下「性別等」という。）にかかわりなく，全ての人

が互いの人権を尊重し，一人一人の個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現

するため，基本理念，市・市民・事業者・教育関係者の責務等について定めるもの。 

目的 

 

盛
岡
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会 

◇

男

基

◇情報収集と提供 ◇施策策定及び実施時の基本理念への配慮 ◇拠点施設の機能充実と活用 

◇啓発活動 ◇意識形成のための教育及び学習の振興・人材育成 

◇市民等の自発的な推進活動の促進 ◇市附属機関（審議会等）の委員男女数の均衡 

◇男女共同参画視点の災害対応 ◇性別等に対する理解促進 ◇相談・苦情申出への対応 

基本的施策（市） 

責務 

◇男女共同参画の推進施策の策定と実施 

◇市民，事業者，教育関係者，国・他自治体等との連携 

市（実施義務） 

◇教育が果たす役割の重要性

を認識し教育を実施 

◇あらゆる教育の場における

男女共同参画意識形成の 

取組の実施 

◇市推進施策への協力 

教育関係者（努力義務） 

◇事業活動における男女共同参 

画の推進 

◇雇用上の均等な機会及び待遇

の確保 

◇ワーク・ライフ・バランスの 

実現にむけた職場環境整備 

◇市推進施策への協力 

事業者（努力義務） 市民（努力義務） 

◇男女共同参画の理解 

◇社会のあらゆる分野における

男女共同参画の推進 

◇市推進施策への協力 

◇性別等による人権侵害（DV・性別等によるハラスメント・差別的取扱など） 

      ◇性別等による人権侵害に当たる表現，固定的な役割分担を反映させた表現 
禁止 

事項 

◇男女共同参画計画の策定と公表 ◇施策の実施状況の公表  ◇全庁推進体制の整備 

基本体制（市） 
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保健福祉部 介護保険課 

 

議案第 67 号 

盛岡市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

  所得の少ない第１号被保険者について行う介護保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和２

年度の保険料率を定めようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

第７期盛岡市介護保険事業計画において所得段階区分が第１段階から第３段階までのいずれか

である第１号被保険者の令和元年度及び令和２年度の保険料率を次のとおり軽減する。 

所得段階区分 改正前 改正後 

第１段階 ３万 3,300円  ２万 7,800円  

第２段階 ５万 1,900円  ４万 2,600円  

第３段階 ５万 5,600円  ５万 3,700円  

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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保険料段階区分

料率
保険料
月額/人

保険料
年額/人

料率
保険料
月額/人

保険料
年額/人

料率
保険料
月額/人

保険料
年額/人

◎生活保護又は中
国残留邦人等の支
援給付を受けてい
る人

◎老齢福祉年金受
給者で世帯全員が
住民税非課税の人

◎世帯全員が住民
税非課税で，本人
の課税年金収入＋
合計所得金額が80
万円以下の人

第２
段階

世帯全員が住民税
非課税で，本人の
課税年金収入＋合
計所得金額が80万
円を超え120万円以
下の人

0.70 4,322円 51,900円
0.575

(△0.125)

3,550円

(△772円)

42,600円

(△9,300円)

0.575

(△0.125)

3,550円

(△772円)

42,600円

(△9,300円)

第３
段階

世帯全員が住民税
非課税で,第１段
階，第２段階以外
の人

0.75 4,631円 55,600円
0.725

(△0.025)

4,476円

(△155円)

53,700円

(△1,900円)

0.725

(△0.025)

4,476円

(△155円)

53,700円

(△1,900円)

第４
段階

本人は住民税非課
税だが，同じ世帯
に住民税課税者が
おり，本人の課税
年金収入＋合計所
得金額が80万円以
下の人

0.85 5,248円 63,000円

第５
段階

本人は住民税非課
税だが，同じ世帯
に住民税課税者が
おり，本人の課税
年金収入＋合計所
得金額が80万円を
超える人

1.00
(基準
料率)

6,174円
(基準月
額)

74,100円

第６
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が120
万円未満の人

1.20 7,409円 88,900円

第７
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が120
万円以上200万円未
満の人

1.30 8,026円 96,300円

第８
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が200
万円以上300万円未
満の人

1.50 9,261円 111,100円

第９
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が300
万円以上400万円未
満の人

1.70 10,496円 125,900円

第10
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
合計所得金額が400
万円以上700万円未
満の人

1.95 12,039円 144,500円

第11
段階

本人に住民税が課
税され，前年中の
所得金額が700万円
以上の人

2.10 12,965円 155,600円

保険料
段階

対象者

平成30年度 令和元年度 令和２年度

※2 本表の令和元年度欄及び令和２年度欄の( )書きは，前年度の介護保険料(料率・月額・年額)と比較した軽減分である。

2,315円

(△463円)

27,800円

(△5,500円)

0.375

(△0.075)

2,315円

(△463円)

27,800円

(△5,500円)

※1 本表の平成30年度欄の第１段階の( )書きは，公費による保険料引き下げを行う前の介護保険料(料率・月額・年額)である。

第１
段階

0.45

(0.50)

2,778円

(3,087円)

33,300円

(37,000円)

0.375

(△0.075)

 変更無し 
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財政部 市民税課  

資産税課  

市民部 健康保険課 

 

議案第 77 号 

専決処分につき承認を求めることについて（盛岡市市税条例の一部を改正する条例） 

 

１ 改正の趣旨 

第 198回通常国会において「地方税法等の一部を改正する法律案」が，可決，成立し公布され

たことに伴い，盛岡市市税条例の一部を改正する必要が生じたことから，地方自治法（昭和22年

法律第67号）第 179条第１項の規定に基づく専決処分により改正したものである。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 個人市民税関係 

ア 個人住民税の寄附金税額控除のうち地方自治体に対する寄附金（ふるさと納税）に係る特

例控除の適用について，返礼品の返礼割合を３割以下とすることや返礼品を地場産品とする

こと，総務大臣の指定を受けた地方自治体に限られることなどが地方税法で規定されること

から，その引用条項の整備を行う。 

イ 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用について，令和元年10月１日から令和２年

12月31日までに居住開始した場合は，控除期間を３年間延長し13年間とする。 

ウ 個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用について，納税通知書が送達される時まで

に提出された申告書に適用される要件を不要とする。 

(2) 固定資産税・都市計画税関係 

 法令等の改正に伴う引用条項等の整備を行う。 

(3) 国民健康保険税関係  

 ア 基礎課税額に係る課税限度額を現行の58万円から61万円に引き上げる。 

後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額については，現行のま

ま据え置きとなる。 

区 分 改正前 改正後 

基礎課税額（医療給付費等課税額） 58万円 61万円 

後期高齢者支援金等課税額 19万円 変更なし 

介護納付金課税額 16万円 変更なし 

 イ 低所得者に対する保険税軽減の対象世帯を拡大する。 

前年の所得が基準以下の世帯に対しては，均等割額と平等割額が軽減される。 
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区 分 改正前 改正後 

７割軽減 33万円 変更なし 

５割軽減 33万円＋27.5万円×被保険者数 33万円＋28万円×被保険者数 

２割軽減 33万円＋50万円×被保険者数 33万円＋51万円×被保険者数 

(4) 軽自動車税関係 

  軽自動車税について，平成29年度課税分に係る軽自動車の軽減税率の規定を削除するなど，

法令等の改正に伴う必要な整備を行う。 

３ 施行期日 

(1) ２－(1) イ，ウ，(2) ，(3) 及び(4)  平成31年４月１日 

(2) ２－(1) ア 令和元年６月１日 
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